
八王子介護支援専門員連絡協議会研修

個別避難計画書作成説明

令和７年（2025年）９月30日（火）

八王子介護支援専門員連絡協議会

八王子市福祉部福祉政策課



はじめに

説明会の目的
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• 八王子市で行っている避難行動要支援者支援や個別避難計画の作
成等の取組について、作成支援者としてご協力をいただいている
ケアマネジャーの皆様の理解を深める。

• 個別避難計画に基づく避難支援の実効性を高めるため、避難支援
実施者であるケアマネジャーの皆様と意見交換を行い、支援制度
の見直しの参考とする。
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１.八王子市の取組



1.八王子市の取組
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R３年度
(2021年度)

R４年度
(2022年度)

災害対策基本法 改正（個別避難計画作成の努力義務化等）

 ・避難行動要支援者の要件や個別避難計画の作成方法等を整理

・計画作成の担い手等との調整・協力依頼

個別避難計画の作成開始

災害時要援護者の避難支援のガイドライン の公表

地域主体（地域支援組織）による個別避難計画作成を開始

避難行動要支援者名簿の作成開始
H24年度
(2012年度)

H23年度
(2011年度)

H18年度
(2006年度)

八王子市においても、福祉専門職の皆様のご協力をいただきながら、

避難行動要支援者名簿の整備や個別避難計画の作成に取り組んでいます。

制度の変遷



1.八王子市の取組

避難行動要支援者とは？
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災害時に自ら避難することが困難であるため、円滑かつ迅速な避難の確保などの支援を要
する方々のことです。
避難行動要支援者の要件は、各自治体で定めることとなっており、以下のとおりです。

要件 定義 人数

要件１ 要介護３以上の認定を受けており、施設入所していない者 4,382 人

要件２

以下に該当する障害者手帳所持者で、施設入所していない者

 ・自力避難が困難な者

 ・避難情報の入手が困難な者

 ・避難の判断が困難な者

6,359 人

要件３ 75歳以上のひとり暮らしで、自力避難が困難かつ同意する者 1,939 人

要件４ 75歳以上のみの世帯で、自力避難が困難かつ同意する者 1,893 人

要件５ その他、特に災害時に支援が必要と市長が認める者 ―

合計 14,573 人



1.八王子市の取組

個別避難計画とは？
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災害時の避難行動要支援者の安否確認方法、避難先の情報、避難誘導方法、携帯品など
を、本人と避難支援等関係者が一緒になって検討し、取るべき避難計画としてとりまと
めたものです。
計画策定の対象者は、避難行動要支援者のうちハザードエリアに住み、かつ個別避難計
画を作成することに同意する方を原則とします。

要件
避難行動
要支援者

計画作成
対象者

作成同意者
個別避難
計画作成数

作成率 作成率
同意者ベース

作成支援者

要件１ 4,382 657 192 176 26.8％ 91.7％ ケアマネジャー

要件２ 6,359 1,056 122 113 10.7％ 92.6％ 相談支援専門員等

要件３ 1,939 492 422 330 67.1％ 78.2％

民生委員

要件４ 1,893 444 386 333 75.0％ 86.7％

合計 14,573 2,649 1,122 952 35.9％ 84.8％ ―

個別避難計画作成状況（R7.4.1時点）



1.八王子市の取組

計画作成対象者の整理
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市民

要配慮者
（災害時において特に配慮を要する方）

避難行動要支援者名簿登載者

※要配慮者のうち、避難行動要支援者
の要件を満たす方

ハザードエリア居住者

個別避難計画作成対象者

※避難行動要支援者名簿登載者
のうち、ハザードエリアに居
住し、計画作成に同意する方



２.個別避難計画の作成



２.個別避難計画の作成

計画作成の流れ

10

八
王
子
市

八
王
子
市

社
会
福
祉
協
議
会

避
難
行
動
要
支
援
者

八
王
子
介
護
支
援
専
門
員

連
絡
協
議
会
（
八
介
連
）

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

➀計画作成同意の勧奨

②同意書の返送

③同意者
名簿提供 ⑤作成依頼

⑥計画作成

➆計画提出

④同意者
名簿提供

➇計画提出➈計画提出



２.個別避難計画の作成

個別避難計画に記載するべき事項
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１ 氏名

２ 生年月日

３ 性別

４ 住所又は居所

５ 電話番号その他の連絡先

６ 避難支援等を必要とする理由

７ 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号

その他の連絡先

８ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経に関する事項

※「避難支援等」とは、避難の支援、安否確認その他の避難行動要支援者の生命又は

 身体を災害から保護するために必要な措置をいう。（法第49条の10）



２.個別避難計画の作成

個別避難計画の様式（表面）

12

対象者の福祉情報、ハザード情報等をシステムから
出力。※記載不要

対象者の連絡先及び緊急時の連絡先を記載。
緊急連絡先は２か所まで記載可能。

災害時の避難先情報を２か所まで記載可能。
避難先は学校等公的避難所や親戚宅、自宅の安全
な場所など。

安否確認実施者を記入。
この際には安否確認の方法も調整しておく。

避難誘導実施者を記入。親族や町会・自治会、地域
の支援組織、自主防災組織などの担い手の確保がで
きた際に記入。※空欄でも可



２.個別避難計画の作成

個別避難計画の様式（裏面）
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かかりつけ医情報を入力。

携行すべき医薬品情報、避難時の配慮事項を確認し、
チェックする。
計画作成者と避難誘導を行う者が別であっても情報
共有が図れるように活用する。

災害時に限らず、平時から支援関係者と共有すべき
関係機関を記載する。

避難支援時の留意事項などを記載。
災害時に限らず、平時から支援関係者と共有すべき
事項を記載する。

計画作成者を記載する。
原則安否確認者と同じになる。



個別避難計画作成の考え方
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• 個別避難計画は「避難情報」が発令された際に、どのように行動し、

身の安全を図るか事前に計画しておく計画書となります。

• 「避難」とは「難」を「避」けることであり、想定される災害の状況に

あった避難方法を検討していただくことが重要です。

必ずしも避難所等へ避難する「立退き避難」を行う必要はありません。

• どのようにして身の安全を守るかについては、「八王子市総合防災ガイド

ブック」の避難行動判定フローなどを参考としてください。

２.個別避難計画の作成



避難行動判断フロー
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• ハザードマップを確認し、住んでいる

場所にどのような危険がある場所か

確認する。

• 避難（難を避ける方法）にあたって

適切な方法を検討する。

「立退き避難」「屋内安全確保」

• それぞれの方法の具体的な取組内容を

事前に決めておく。

２.個別避難計画の作成

八王子市総合防災ガイドブック P18～



風水害時の避難所
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２.個別避難計画の作成



風水害時の避難所

２.個別避難計画の作成
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３.安否確認の実施



３.安否確認の実施

災害時に利用者の生命と安全を守るための取組
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業務継続計画（ＢＣＰ） 個別避難計画

目的 組織機能・事業の継続 個人の避難支援

根拠法 介護保険法 災害対策基本法

作成主体 各居宅介護支援事業所 市町村

計画の対象 事業所全体 個人（計画作成者）

安否確認の
位置付け

事業継続のための情報収集 避難支援の起点

業務継続計画（ＢＣＰ）と個別避難計画は、利用者の生命と安全を守るため

の計画であり、相互に補完し合うことが不可欠です。
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３.安否確認の実施

業務継続計画（ＢＣＰ）



３.安否確認の実施

業務継続計画（ＢＣＰ）
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風水害 地震災害

実施の
タイミング

警戒レベル３（高齢者等避難）
以上が発令された時

震度６弱以上 の地震が発生し、
災害対策本部が設置され、
揺れが収まった時

対象者 個別避難計画提出者 避難行動要支援者名簿登載者

遵守事項（前提）

• 安否確認は、あくまでも可能な範囲内で行い、自らの命の危険を冒してまで行うことではありません。

• 避難支援や救助活動の手伝いは、原則行わない。もしも避難支援を手伝う状況に置かれた場合は、

まずは自分自身の安全を最優先に考え、その上で対応が可能な場合は、細心の注意を払いながら

行ってください。

３.安否確認の実施

安否確認を実施するタイミングと対象者
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【参考】警戒レベルとは？

水害や土砂災害等が発生するおそれがあるとき、どのタイミングで避難するか直感的に理解でき、

それぞれの状況に応じて避難できるよう、水害や土砂災害に備えて住民がとるべき行動をお知らせ

するために５段階にレベル分けしたもので、市が避難情報と合わせて出す情報です。

警戒レベル 避難情報等 とるべき行動

5 緊急安全確保 命を守る最善の行動をとる

4 避難指示 危険な場所にいる方は全員避難行動をとる

3 高齢者等避難 危険な場所にいる高齢者等は避難行動をとる

2
大雨注意報

洪水注意報
ハザードマップ等で避難方法を確認する

1 早期注意情報 最新情報に注意する

安否確認を実施
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３.安否確認の実施



３.安否確認の実施

安否確認の流れ
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① 風水害において、警戒レベル３（高齢者等避難）以上が発令された

場合、安否確認者は、対象者に連絡を取り、避難方法を確認する。

② 対象者の安全が確保できたことを確認する。

※➀②のいずれかの時点で、計画に記載された避難支援等関係者（避難誘導）

による避難誘導が不可能であり、他の方法による安全確保も困難であると

判断した場合は、八王子市（高齢者福祉課）へ電話（042-620-7420）、

またはメールで報告する。

③ 警戒レベル３以上の発令解除後に対象者の安否確認を行い、結果を八王子

市（高齢者福祉課）へ電話（042-620-7420）、またはメールで報告する。



防災メール（発令時）
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３.安否確認の実施



防災メール（発令解除時）
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３.安否確認の実施



連絡体制

27

３.安否確認の実施

避難行動
要支援者

警察・消防

地域包括
支援センター

その他
関係機関

➀安否確認

②結果報告

④安否確認

③安否確認
依頼

④安否確認

⑤情報
共有

緊急の場合

ケアマネジャー

高齢者福祉課



４.令和６年台風第10号に伴う

安否確認の実施状況



４.令和６年台風第10号に伴う安否確認の実施状況

経過
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令和6年（2024年）8月30日（金）

令和6年（2024年）9月1日（日）

8：42 市内全域を対象に「避難指示（警戒レベル４）」を発令

9：06 民生委員に対して安否確認の実施を要請 ⇒ 安否確認の実施

19：45 居宅介護支援事業所等に対し、安否確認（1回目）実施のリマインドメールを送信

22：11 相談支援事業所に対し、安否確認（1回目）実施のリマインドメールを送信

4：30 「避難指示（警戒レベル4）」解除

 9：00 相談支援事業所、居宅介護支援事業所等に対し、安否確認（2回目）実施の

リマインドメールを送信及び電話連絡

15：40 職員による安否確認の実施

令和6年（2024年）9月2日（月）

8：27 地域包括支援センターに対して、確認が取れていない対象者への安否確認の実施
を依頼



４.令和６年台風第10号に伴う安否確認の実施状況

安否確認の実施状況（９月１日 16時45分時点）
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要件
安否確認
実施者

対象者
【A】

確認済※１
【B】

確認不可※２
【C】

未対応
【D】

対応率（％）
【（B＋C）/ A 】

① ケアマネジャー 131 86 14 31 76.3

② 相談支援事業所等 93 59 13 21 77.4

③④ 民生委員 622 594 28 0 100.0

合計 846 739 55 52 93.9

※１ 安否確認の結果、負傷者や避難支援等の対応を要する対象者はおらず。
※２ 死亡（発災前）、入院・入所、転出等を含む。

確認不可【C】及び未対応【D】の対象者については、９月２日（月）に
地域包括支援センターにて安否確認を実施



５.その他



５.その他

災害対策部会・主任介護支援専門員連絡会 合同会議
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災害によって、連絡することになっているが、連絡をする、しないの判断

は誰がするのかわからない。

台風や大雨などの風水害時の安否確認は、

➀ 個別避難計画作成者を 対象に、

② 警戒レベル３（高齢者等避難）以上 が発令されたときに、

実施していただきます。

※市からの依頼はございません。各事業所のＢＣＰに基づきご判断ください。

ただし、必要に応じて、市からメール等で安否確認の実施に関する

リマインドメールを送る場合があります。



５.その他

災害対策部会・主任介護支援専門員連絡会 合同会議
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ケアマネからの安否確認と、民生委員からも同様の連絡が来た事もあり、

より利用者が不安になるのでは？

原則、安否確認を行う計画作成支援者は、要件①（要介護３以上）はケア

マネジャー、要件③④（75歳以上高齢者）は民生委員と異なるため、複数

の避難支援者から同一の対象者に安否確認を行うことはありません。

ただし、「要介護度が変更された時期などにより、対象者の更新が間に合

わない」、「対象から外れたものの心配になったので安否を確認した」な

ど、複数の避難支援者から同一の対象者に実施する可能性もありますので、

情報更新や制度周知を徹底して参ります。



５.その他

災害対策部会・主任介護支援専門員連絡会 合同会議
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土日祝など営業時間外での市との連絡方法やケアマネがどこまで対応すべ

きなのか明確にしてほしい。

個別避難計画作成者に対する安否確認につきましては、一番身近な接点を

持つケアマネジャーの皆様にご協力をお願いしているところです。

災害時の安否確認は、避難支援の起点となる取組であるため、対象者の生

命と安全を守るために、営業時間外であってもご協力をいただきたいとい

うのが正直な思いですが、事業所で策定している業務継続計画（ＢＣＰ）

等との整合を踏まえながら対応をお願いします。

なお、本市では、災害が発生した場合、平日休日問わず、安全性の観点か

ら午前８時半から午後４時までに間に安否確認を実施しております。



５.その他

災害対策部会・主任介護支援専門員連絡会 合同会議
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ケアマネや民生委員が助けに行くことはないと市として伝えて欲しい。

ケアマネに確認をさせたり助けに行くことを求めないでほしい。

ケアマネジャーの皆様にご協力をいただいている安否確認は、原則電話ま

たはメールで行うこととしているほか、あくまでも可能な範囲内で行い、

自分自身の安全確保が最優先です。また、避難支援や救助活動の手伝いは、

原則行わないこととしています。

対象者に対しては、「個別避難計画の作成によって災害時の避難支援が必

ず行われることを保証するものではない」旨の周知を行っているところで

すが、引き続き、ケアマネジャーの皆様に対して過剰な期待を持たれるこ

とのないよう、引き続き周知して参ります。



５.その他

災害対策部会・主任介護支援専門員連絡会 合同会議
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高齢者は食料等の持参が難しい。避難所の備蓄品について教えてほしい。

避難所の備蓄品は、乾パン、アルファ米(白飯)、クラッカー、ミネラル

ウォーター、要配慮者のためのお粥といった食料のほか、毛布、アルミブ

ランケット、フロアーマット、簡易間仕切り、簡易型避難用テント、簡易

ベッド、エアーマット、車椅子などの資機材も用意しています。

ただし、備蓄品は限りがあるほか、薬や医療器具などもありませんので、

日頃から持ち出せるように準備する、医療器具を使用するときに不具合が

ないようお手入れをしておくなど、御自身で必要なものは日頃から御準備

いただきたいと思います。

家にとどまることができるのであれば、在宅避難をしていただくのが一番

だと思われます。
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避難情報発令・解除の情報はどのように把握すればよいのか。

八王子市からの情報は次の方法で発信しております。

防災情報メール（要登録）・防災行政無線・八王子市ホームページ

・ＳＮＳ（X、Facebook、LINE）・ラジオ・NHKデータ放送（ｄボタン）

なお、防災行政無線の内容が聞き取れなかった場合に備え、以下の情報伝

達手段の複線化を行っています。

・コスモキャスト

防災情報無線の放送内容をスマートフォンアプリで確認できます。

マナーモード設定中でも、自動起動して音声が流れます。

・電話応答サービス

防災情報無線の放送内容を24時間後まで確認することができます。



５.その他

災害対策部会・主任介護支援専門員連絡会 合同会議
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• 社内のBCPの訓練も想定して動いた。ハザードエリアに該当し、BCPで

定めた、安否確認の優先順位の高い方から安否確認をおこなった。

• 要介護以上、独居等安否確認リスト作成し、半年ごとに見直している。

• 事業所だけでなく同法人内で伝言ダイヤルなどを活用した研修をおこ

なっている。

• プランがなくても気になる人は個別に安否確認をおこなった。



コラム 福祉避難所について



福祉避難所（協定福祉避難所）とは？

• 福祉避難所（協定福祉避難所）は、一般避難所における要配慮者スペース

での避難生活が困難な要配慮者を対象とした二次的な避難所。

【対象者】

市が指定一般避難所での状況を勘案し、福祉避難所への移送が

望ましいと判断した者

• 現在、八王子施設長会や八王子老人保健施設協議会、八王子市内障害者等

入所施設連絡協議会などと協定を締結し、５９施設整備しています。

福祉避難所とは
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福祉避難所への避難の流れ

指定一般避難所への避難

要配慮者スペースへの移動

福祉避難所への移送者の決定・移送

福祉避難所への避難

一般の避難スペースでの生活が困難な場合

要配慮者スペースでの生活が困難な場合

福祉避難所とは
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指定福祉避難所の指定及びその受入対象者の公示

• 指定避難所について、指定福祉避難所を指定一般避難所と分けて指定し、公示する

• 指定福祉避難所の受入対象者を特定し、特定された要配慮者やその家族のみが避難

する施設であることを指定の際に公示できる制度を創設

指定福祉避難所への直接の避難の促進

• 地区防災計画や個別避難計画等の作成プロセス等を通じて、要配慮者の意向や地域

の実情を踏まえつつ、事前に指定福祉避難所ごとに受入対象者を調整等を行う

本市では、国が福祉避難所への直接避難を促進していることを受け、
地域防災計画の修正に合わせ、直接避難ができる指定福祉避難所の
整備に向けた検討を進めています。

福祉避難所の確保・運営ガイドライン（内閣府）の改定

主な改定内容（記載の追加）

福祉避難所を取り巻く環境
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① 指定福祉避難所の指定及び直接避難できる仕組みの構築

② 福祉施設と八王子市の役割分担及び運営方法の整理

③ 施設の実態に応じた避難対象者の整理

福祉施設との調整のうえ、役割分担の整理及び運営マニュアルの作成を
通じて、運営方法の具体的な内容を整理していく。

福祉施設の受入可能人数や受入場所、災害発生時のBCP計画等を勘案し、
対象者を整理していきます。

今後整理していくべき事項
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本資料に関する問合せ先

八王子市福祉部福祉政策課 災害援護担当

担当者：井口・上妻

042-620-7454

b440100@city.hachioji.tokyo.jp
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